
藤沢市都市マスタープラン改定について

報告事項１

2025年（令和７年）11月28日
第193回藤沢市都市計画審議会

資料３－１



１．これまでの取組経過について

１-1．各種協議会等の開催
１-2．市民意見等の把握
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１-1．各種協議会等の開催
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藤沢市都市マスタープラン改定庁内調整会議

第 1  回 2024年11月22日開催 「藤沢市都市マスタープラン改定方針（案）について」

改定に向けた庁内調整

第 2  回 2025年 5月 8日開催 「都市マスタープラン改定に向けた検討状況について」
第 2  回 2025年10月27日開催 「これまでの取組経過について」

「都市マスタープラン改定素案（案）について」 等

藤沢市都市マスタープラン策定協議会

第 1  回 2024年12月25日開催

第 2  回 2025年 3月31日開催

改定に必要な検討・討議

「藤沢市都市マスタープラン改定方針（案）について」

「都市マスタープランの改定骨格について」

「都市マスタープラン素案たたき台について」

第 3  回 2025年 6月 3日開催

第 4  回 2025年 7月31日開催

「都市マスタープランたたき台について」

「都市マスタープラン素案（案）について」第 5  回 2025年10月21日開催

藤沢市都市計画審議会
（本会議）

改定の進捗状況を報告

第188回 2024年 5月28日開催 「現行都市マスタープランの進行管理について」

第190回 2024年11月28日開催 「都市マスタープランの改定に向けた取組みについて」

第191回 2025年 5月28日開催 「都市マスタープラン改定に向けた取組状況について」

第192回 2025年 8月26日開催 「藤沢市都市マスタープランの改定について」

「藤沢市都市マスタープラン素案について」第193回 2025年11月28日開催

第185回 2023年11月24日開催 「藤沢市都市マスタープランの改定について」
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団体ヒアリング
（令和6年度）

【ねらい】
① 活動内容や活動推進上の課題の把握
② 今後展開したい活動、まちづくりへのア

イデアの把握まちづくりに関連する分野毎の市民活動
団体、企業を対象にしたヒアリング

ブレスト会議
（令和6・７年度）

団体等及び公募市民による
ワークショップ型の会議

市民アンケート
（令和6・７年度）

地域、年齢別のバランスを考慮した市民を
対象にしたアンケート調査

郷土づくり推進会議
（令和5年度～７年度）

【ねらい】
① 地区の課題の抽出
② 地域のまちづくりの方向性や取り組むべき

事項の把握意見交換会の開催

そのほか
（令和5年度～７年度）

その他、各種からの意見
＜例＞ 子ども・若者が感じるまちへの意見

【ねらい】
① 市民等が共有できる将来（ビジョン）検

討のためのキーワードを抽出
② 市民等が期待する取組のイメージを抽出

【ねらい】
① 市民の暮らしの実態と期待する暮らしの

あり方の把握
② 藤沢市のまちの魅力と都市として望む将

来像の把握

【ねらい】
① 各種で行った会議やアンケート調査等で

得られた意見の把握
② 次世代の大人となる今の子どもたちが将

来のまちに期待する気持ちを把握

１-２．市民意見等の把握



２．前回都市計画審議会でいただいた
意見への主な対応について
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２．前回都市計画審議会でいただいた意見への主な対応について

項目 意見 考え方

スライドP９
都市マスタープランとは

位置づけ

個別計画と分野別計画の
定義をどこかにいれるべ
きでは。
同様に都市づくりとまち
づくりという言葉の定義
も説明できると良い。

本編P5「藤沢市都市マスタープランの役割と位置づけ」にて記載
いたしました。
市の各分野における着実な取組の推進のために定めた個別計画
都市づくりの方向性をその分野ごとに具体的に定めた分野別計画
市の都市計画行政や法定都市計画として進めることを都市づくり
身近な地域や多様な主体とともに進めることをまちづくり とし
ております。

スライドP15
都市ビジョン

「自立するネットワーク都
市」のイメージをもう少し
分かりやすく伝えるという
ことが重要
また自然を活かしていく
ことも盛り込めたらよい

本編P12「都市ビジョン」にて整理して記載しました。
自立するネットワーク都市の説明を次のように変更しています。
「つながりたくなる魅力がある都市であること
つながることで魅力が高まる都市であること
つながりを通じてひとと地球の未来へ貢献する都市であること」
また合わせて、自立するネットワークの意図を説明する文章を加え
るとともに、ひと、地域、広域、環境共生の視点で取り組む自立す
るネットワークの都市について記載を加えました。

スライドP27
都市プラン

活力を創造する都市づくり
本編P100
１３地区プラン
遠藤地区

藤沢市はスポーツの推進
都市でもあるため計画で
はスポーツや健康の記載
をしたほうがいい
秋葉台公園の記載に、市
民スポーツを支える拠点
ということを明記してほし
い。

本編P３３「活力を創造する都市づくり」（３）活気あふれるまちづく
りとしてスポーツ振興に関すること、
P40「美しさに満ちた都市づくり」（３）愛着と誇りを生む魅力を高
めるまちづくりとして、スポーツの観点も含む生涯学習に関するこ
と、
P96「遠藤地区プラン」の「資源」に秋葉台公園が市民スポーツを
支える拠点であること と各々記載いたしました。
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項目 意見 考え方

スライドP３２
都市プラン

ひととつながるまちづくり

「+α ひととつながるま
ちづくり」を加えたことに
ついて、市民目線からする
と分かりやすく、もっと強
力に進めてほしい。

本編P２９「０（輪）ひととつながるまちづくり」に名称を改め、１か
ら６の都市づくりの方針のベースとなる方針として位置づけ、「つ
ながる」「つかう」「みがく」の３つの取組と合わせて図説についても
わかりやすく修正しました。

スライドP45
プロセス

進行管理と見直し

ＫＰＩをしっかり設定したほ
うが良い。
例えば、土地の被覆とか、
緑地の量・質について目標
を設定できると良い。
都市防災に係る指標には
「道路整備率」と「住宅の耐
震化率」が挙げられている
が、幅広く指標を設定して
今後の方向性を考える指
針にするほうが良い。

本編１１５「総合的な指標の設定」の指標の設定項目を見直しました。
指標の例として、
「地球環境に貢献する都市づくり」では、緑被率に関することやエコ
ロジカルネットワークに関すること、
「強さとしなやかさを備えた都市づくり」では、ライフラインの耐震
化率を加えています。
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２．前回都市計画審議会でいただいた意見への主な対応について



３．前回都市計画審議会からの変更点

３-1．本審議会における諮問に向けた進め方
３-2．前回都市計画審議会からの主な変更点
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３-1．本審議会における諮問に向けた進め方
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藤沢市都市計画審議会 改定の進捗状況を報告

第188回 2024年 5月28日開催 「現行都市マスタープランの進行管理について」

第190回 2024年11月28日開催 「都市マスタープランの改定に向けた取組みについて」

第191回 2025年 5月28日開催 「都市マスタープラン改定に向けた取組状況について」

第192回 2025年 8月26日開催 「藤沢市都市マスタープランの改定について」

第193回 2025年 11月28日開催 「藤沢市都市マスタープランの改定について」

第185回 2023年11月24日開催 「藤沢市都市マスタープランの改定について」

様々な方々からのご意見を集約・精査検討を行い、素案（案）として取りまとめを実施

第194回 2026年 2月 19日開催
（予定）

「藤沢市都市マスタープランの改定について」

素案（案）として取りまとめたものについて報告

諮問・答申



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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計画書としての構成の整理

検討のための
たたき台から
計画書の形式

へ

審議会等でご
意見いただい
た点の修正

・都市ビジョンをわかりやすく伝える工夫

・「つながる」「つかう」「みがく」の構成の整理と図による可視化

・章構成の整理

言葉のレベル感の統一

・施策レベルは記載せず、計画の方向性を記載

・伝わりやすさを高めるための、見出しと項目の整理

・主に各事業単独ではなく総合的に取り組むべき内容のものを記載

各種審議会等での意見に対する対応

・都市計画審議会/策定協議会/庁内調整会議/庁内照会



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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都市マスタープランとは
都市マスタープランの持つ役割や位置づけ、
計画の構成等を示しています。

１．藤沢市都市マスタープランの役割と位置づけ
２．社会展望
３．改定の背景
４．本計画の構成

Ⅰ.ビジョン
～都市として目指す姿～

2050年を目標とした都市ビジョンや将来都市構
造を示しています。

１．基本理念
２．都市ビジョン
３．都市ビジョンの実現のポイント
４．将来都市構造
５．将来フレーム

Ⅱ.プラン
～ビジョンを実現するための方針～

都市づくりを展開する基本方針を示すとともに、
13 地区におけるきめ細かなまちづくりを進める
ための基本方針を示しています。

１．都市プラン（都市づくりの基本方針）
２．１３地区プラン（まちづくりの基本方針）

Ⅲ.プロセス
～プランを実行する進め方～

多様な主体と連携したまちづくりの進め方を示
すとともに、本計画の進行管理やこれからの藤
沢都市計画の考え方を示しています。

１．つながる
～まちづくりを通じて共創へ向けた連携体制づくり～

２．つかう～まちの基盤を活用する仕組み～
３．みがく～多様な主体とともに進めるまちづくり～
４．進行管理
５．これからの藤沢都市計画の考え方

巻末資料
本計画に関連する用語や改定の経過をと
りまとめています。

１．用語集
２．改定の経過

①都市ビジョンをわかり
やすく伝える工夫

②「つながる」
「つかう」
「みがく」
の構成の整理と
図による可視化

③章構成の整理

１
２

３

２

２

３

３



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅰ．ビジョン ２．都市ビジョン

たたき台版（P.10） 素案（案）（P.12）

藤沢市都市計画審議会

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇自立するネットワーク都
市で目指すものがどう
いったものなのかをもう
少し具体的に示したほう
がよい

〇重要な構成要素となる自
然についても触れたほう
が良い

〇市民等にわかりやすく伝
わるような表現に工夫を
したほうがよい

①都市ビジョンをわかりやすく伝える工夫



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅰ．ビジョン ３．都市ビジョンの実現のポイント

たたき台版（P.11） 素案（案）（P.13）

藤沢市都市マスタープラン
改定庁内調整会議 等

藤沢市都市計画審議会

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇つながる、つかう、みが
くの取組が後の構成でも
登場するため軸のとおっ
た構成と視覚的にも統一
したほうがよい

〇市民等にわかりやすく伝
わるような表現に工夫を
したほうがよい

②「つながる」「つかう」「みがく」の構成の整理と図による可視化



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅱ．プラン １．都市プラン

たたき台版（P.29） 素案（案）（P.29）

藤沢市都市マスタープラン
改定庁内調整会議 等

藤沢市都市計画審議会

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇つながる、つかう、みが
くの取組が後の構成でも
登場するため軸のとおっ
た構成と視覚的にも統一
したほうがよい

〇ひととつながるまちづく
りの方針をわかりやすく
示すとともに、メッセー
ジを強めてほしい

②「つながる」「つかう」「みがく」の構成の整理と図による可視化



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅲ．プロセス

たたき台版（P.109~） 素案（案）（P.107~）

藤沢市都市マスタープラン
改定庁内調整会議 等

藤沢市都市計画審議会

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇つながる、つかう、みが
くの取組が後の構成でも
登場するため軸のとおっ
た構成と視覚的にも統一
したほうがよい

〇市民等にわかりやすく伝
わるような表現に工夫を
したほうがよい

②「つながる」「つかう」「みがく」の構成の整理と図による可視化



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅰ．ビジョン ４．将来都市構造

たたき台版（P.15～） 素案（案）（P.13～）

１）拠点
① 都市拠点
② 地区拠点
③ 身近な拠点

２）交通体系
構成要素

３）自然空間体系
構成要素

４）市街地の構成
市街地の構成
市街化調整区域の構成

将来都市構造図

将来都市構造図

（１）拠点
１）都市拠点
２）地区拠点
３）身近な場（サイト）

（２）交通体系
交通軸の配置・形成の考え方
交通軸の構成要素

（３）自然空間体系
構成要素

（４）市街地等の構成
形成の方向性

藤沢市都市計画審議会

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇将来都市構造図は最初に
示したほうがよい

〇各構成要素にも図を添付
したほうがよい

③章構成の整理



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅰ．ビジョン ５．将来フレーム

たたき台版（P.24～） 素案（案）（P.23～）

１）人口

① 目標年次

② 将来の人口と人口構造の想定

２）土地利用

３）環境

（１）目標年次

（２）人口

（３）土地利用

（４）環境

（５）防災 追加

藤沢市都市マスタープラン
改定庁内調整会議 等

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇防災に関するフレームを
追加したほうがいい

〇目標年次を明確に示した
ほうがよい

③章構成の整理



３-２．前回都市計画審議会からの変更点
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Ⅱ．プラン ２．１３地区プラン

たたき台版（P.50～） 素案（案）（P.46～）

１）共通方針
① 適切な土地利用の誘導
⑴住宅系ゾーン
⑵自然・市街化調整区域のゾーン
⑶商業・業務系ゾーン
⑷産業系ゾーン

② 道路・交通基盤の整備
⑴都市計画道路
⑵生活道路
⑶公共交通

③ 防災まちづくりの推進
⑴地域防災まちづくり
⑵地震対策
⑶津波・水害対策
⑷土砂災害対策

基本方針
地区まちづくりの基本方針

～地区まちづくりを支える
まちの基盤の維持・強化～

（１）地区まちづくりの推進
（２）全地区共通で進める

地区まちづくりの方針
１）適切な土地利用の誘導

住宅系ゾーン
自然・田園等のゾーン
産業系ゾーン

２）道路・交通基盤の整備
幹線道路
生活道路
公共交通

→都市プラン４
「強さとしなやかさを備えた都市づくり」

に記載拡充

藤沢市都市マスタープラン
策定協議会

意見の内容：
〇共通方針の位置づけを都
市プランの同等の記載レ
ベルとしたほうがよい

〇防災に関する記述がばら
ばって弱くみえるため都
市プランでしっかり記載
したほうがよい

③章構成の整理


